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(57)【要約】
【課題】マスクの装着が被検者に与える不快感を抑制す
る。
【解決手段】マスク本体２は、被検者の鼻と口の少なく
とも一方を覆う空間を区画する。クッション部材５は、
マスク本体２の周縁部２３に沿って延びる。クッション
部材５は、第一領域５１と第二領域５２を含んでいる。
第一領域５１は、マスク１の装着時において被検者の顔
面に接する部分を含んでいる。第二領域５２は、第一領
域５１とマスク本体２の間に位置している。第一領域５
１の表面は、第二領域５２の表面よりも高い非粘着性を
有している。第二領域５２は、前記空間を透視可能な透
明性を有している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の鼻と口の少なくとも一方を覆う空間を区画するマスク本体と、
　前記マスク本体の周縁部に沿って延びるクッション部材と、
を備えており、
　前記クッション部材は、
　　装着時において前記被検者の顔面に接する部分を含む第一領域と、
　　前記第一領域と前記マスク本体の間に位置する第二領域と、
を含んでおり、
　前記第一領域の表面は、前記第二領域の表面よりも高い非粘着性を有しており、
　前記第二領域は、前記空間を透視可能な透明性を有している、
マスク。
【請求項２】
　前記第一領域の表面は、凹凸面を形成する加工が施されている、
請求項１に記載のマスク。
【請求項３】
　前記第一領域の表面は、シボ加工またはエンボス加工が施されている、
請求項２に記載のマスク。
【請求項４】
　前記第一領域の表面は、フッ素コーティングが施されている、
請求項１から３のいずれか一項に記載のマスク。
【請求項５】
　前記第一領域および前記第二領域は、シリコンまたは塩化ビニルからなる一体成型品で
ある、
請求項１から４のいずれか一項に記載のマスク。
【請求項６】
　前記マスク本体は、前記空間を透視可能な透明性を有している、
請求項１から５のいずれか一項に記載のマスク。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば人工呼吸の補助のために被検者あるいは患者の顔面に装着される医療
用のマスクに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、この種のマスクを開示している。当該マスクは、中央部材とベース部材
を備えている。中央部材は、被検者の鼻と口を覆う空間を区画している。ベース部材は、
中央部材の周縁部に沿って延びている。ベース部材は、被検者の顔面の湾曲に追従するよ
うに当接可能な伸縮可撓性によって形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２１１２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されたマスクのベース部材は、被検者の顔面に対する高い密着性を提
供することにより、空気漏れを防止している。しかしながら、そのような高い密着性は、
特にマスクの装着が長時間に及ぶ場合において、被検者に不快感を与える傾向にある。
【０００５】
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　本発明の目的は、マスクの装着が被検者に与える不快感を抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための一態様は、マスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一方を覆う空間を区画するマスク本体と、
　前記マスク本体の周縁部に沿って延びるクッション部材と、
を備えており、
　前記クッション部材は、
　　装着時において前記被検者の顔面に接する部分を含む第一領域と、
　　前記第一領域と前記マスク本体の間に位置する第二領域と、
を含んでおり、
　前記第一領域の表面は、前記第二領域の表面よりも高い非粘着性を有しており、
　前記第二領域は、前記空間を透視可能な透明性を有している。
【０００７】
　上記のような構成によれば、非粘着性が相違する第一領域と第二領域を有するクッショ
ン部材を備えたマスクが提供される。被検者の顔面に接する部分を含む第一領域は相対的
に高い非粘着性を有しているので、マスクの装着が被検者に与える不快感を抑制できる。
加えて、マスク本体の周縁部に沿って延びるクッション部材の一部である第二領域がマス
クの内部を透視可能な透明性を有しているので、マスク本体よりも被検者の顔面に近い部
分を通じて、例えば側方からでもマスクの内側を視認できる。これにより、マスクの装着
中における被検者の不快感を抑制しつつも、医療従事者による目視確認を支援できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態に係るマスクの外観を示している。
【図２】図１のマスクの使用例を示している。
【図３】図１のマスクを構成しているマスク本体とクッション部材を示している。
【図４】図３のクッション部材の外観を側面視で示している。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　添付の図面を参照しつつ、実施形態の例について以下詳細に説明する。図１は、一実施
形態に係るマスク１の外観を示している。図２に示されるように、マスク１は、被検者の
顔面に装着される。マスク１は、例えば人工呼吸の補助のために使用される。
【００１０】
　マスク１は、マスク本体２を備えている。マスク本体２は、被検者の鼻と口を覆う空間
を区画している。マスク本体２は、当該空間を透視可能な透明性を有する材料によって形
成される。そのような材料としては、ポリカーボネートが例示されうる。したがって、図
２に示されるように、マスク１が装着された被検者を正面から見ると、マスク本体２を通
じて被検者の鼻と口を視認できる。
【００１１】
　図１に示されるように、マスク本体２は、複数のベルト装着部２１を備えている。図２
に示されるように、各ベルト装着部２１にはベルト３が装着されうる。各ベルト３は、マ
スク１を被検者の頭部に固定するために使用される。
【００１２】
　図１に示されるように、マスク本体２は、ホース接続部２２を備えている。ホース接続
部２２は、マスク本体２の内部と外部を連通している。図２に示されるように、ホース接
続部２２には、給排気用のホース４が接続される。
【００１３】
　マスク１は、クッション部材５を備えている。図３に示されるように、クッション部材
５は、マスク本体２の周縁部２３に沿って延びている。クッション部材５がマスク本体２
の周縁部２３に装着されることにより、図１と図２に示される状態が得られる。
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【００１４】
　クッション部材５は、被検者の顔面の形状に応じた変形が可能な程度の可撓性を有して
いる。クッション部材５の可撓性は、マスク本体２よりも高い。換言すると、マスク本体
２は、クッション部材５よりも高い剛性を有している。
【００１５】
　図３と図４に示されるように、クッション部材５は、第一領域５１と第二領域５２を有
している。第二領域５２は、さらに側壁部５２１と嵌着部５２２を含んでいる。第一領域
５１は、被検者の顔面に接する部分を含んでいる。嵌着部５２２は、マスク本体２の周縁
部２３に嵌着される部分である。側壁部５２１は、第一領域５１と嵌着部５２２の間に区
画される部分である。側壁部５２１は、マスク本体２よりも被検者の顔面に近い位置にお
いて、マスク１の内部と外部を隔てる部分である。
【００１６】
　第一領域５１の表面は、第二領域５２の表面よりも高い非粘着性を有している。他方、
第二領域５２は、第一領域５１よりも高い透明性を有している。すなわち、クッション部
材５は、非粘着性と透明性が相違する第一領域５１と第二領域５２を有している。
【００１７】
　このような構成によれば、被検者の顔面に接する部分を含む第一領域５１は相対的に高
い非粘着性を有しているので、マスク１の装着が被検者に与える不快感を抑制できる。加
えて、マスク本体２の周縁部２３に沿って延びるクッション部材５の一部である第二領域
５２が相対的に高い透明性を有しているので、マスク本体２よりも被検者の顔面に近い側
壁部５２１を通じて、例えば側方からでもマスク１の内側を視認できる。これにより、マ
スク１の装着中における被検者の不快感を抑制しつつも、医療従事者による目視確認を支
援できる。
【００１８】
　具体的には、第一領域５１の表面は、凹凸面を形成する加工が施されている。本明細書
で用いられる「凹凸」という語は、図３に示されるようなクッション部材５の輪郭形状に
影響を及ぼさない程度の大きさを有する凹凸を意味し、同図に示される湾曲した輪郭によ
って形成されるより大きなスケールの凹凸とは区別される。凹凸面を形成する加工として
は、溝やパターンの形成、シボ加工、エンボス加工が例示されうる。
【００１９】
　このような構成によれば、第一領域５１の表面と被検者の顔面との接触面積が減少し、
第二領域５２の表面よりも高い非粘着性が実現される。これにより、マスク１の装着に伴
う被検者の不快感を抑制する効果を高めることができる。
【００２０】
　特に第一領域５１にシボ加工またはエンボス加工が施されている場合、第一領域５１の
表面が被検者の顔面に対して点接触するように構成されうる。これにより、被検者の不快
感を抑制する効果をさらに高めることができる。加えて、第二領域５２の表面よりも高い
非粘着性を有する第一領域５１の表面が、比較的安価な成型技術により容易に形成されう
る。結果として第一領域５１の透明性は低下するが、第一領域５１よりも透明性の高い第
二領域５２が第一領域５１とマスク本体２の間に位置しているので、医療従事者によるマ
スク１の内部の視認性は確保されうる。
【００２１】
　本実施形態においては、第一領域５１と第二領域５２は、シリコンまたは塩化ビニルか
らなる一体成型品である。
【００２２】
　このような構成によれば、マスク１の組み立て作業性が向上するとともに、第一領域５
１と第二領域５２の境界位置を精度よく決定できる。特に第一領域５１の相対的に高い非
粘着性が成形金型の内面に施されたシボ加工またはエンボス加工の転写により得られる場
合、製造コストの抑制効果が高まる。
【００２３】
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　上記の実施形態は本発明の理解を容易にするためのものであって、本発明を限定するも
のではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく変更・改良され得る。
【００２４】
　第一領域５１に係る上述の非粘着性は、凹凸面を形成する加工以外の手段によっても実
現されうる。例えば、クッション部材５の表面における第一領域５１に対応する箇所にフ
ッ素コーティングを施すことにより、第二領域５２の表面よりも高い非粘着性が実現され
うる。この場合、第一領域５１と第二領域５２の双方が、マスク本体２により区画される
空間を透視可能な透明性を有するので、医療従事者によるマスク１の内部の視認性がさら
に向上する。フッ素コーティングと凹凸面を形成する加工を組み合わせてもよい。
【００２５】
　あるいは、クッション部材５の表面における第一領域に対応する箇所に、繊維材料から
なるシートが接着されることによっても、第二領域５２の表面よりも高い非粘着性が実現
されうる。
【００２６】
　上記の実施形態においては、マスク本体２は、被検者の鼻と口を覆っている。しかしな
がら、マスク本体２は、マスクの用途に応じて被検者の鼻と口のいずれかを覆うように構
成されうる。
【符号の説明】
【００２７】
　１：マスク、２：マスク本体、２３：周縁部、５：クッション部材、５１：第一領域、
５２：第二領域

【図１】 【図２】
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